
（別紙様式例３）

公表日：　5年　２月　17　日 事業所名：
通園（デイサービス）事業
おれんじくらぶ

はい
どちらと
もいえな
い

いいえ 工夫した点、改善点 はい
どちらと
もいえな
い

いいえ
わから
ない 保護者の方のご意見

1
利用定員に応じた指導訓練室等スペース
の十分な確保

4
一部屋では、大きな遊具を使っての活動
は難しい。

12

前年とは状況は変わらない。特に感染症
による影響を受けるようになり、スペース
の確保と人数の調整に配慮して実施して
いる。

2 職員の適切な配置 2 2 11 1
保護者の中には「いいえ」という回答があ
る。

3
本人にわかりやすい構造、バリアフリー
化、情報伝達等に配慮した環境など障が
いの特性に応じた設備整備

2 2 11 1
設備上難しい事もあるが、パーテーション
等を活用しながら個々の特性に配慮した
方法を考えている。

4
清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動
に合わせた生活空間の確保

2 2
集団療育実施の際には、クールダウンの
為のスペースが十分でないと感じる。

11 1

集団療育を実施するために個別室には
様々な道具をしまっているため、子どもの
クールダウンできる場所を確保しづらい。
パーテーションの活用等により、そのス
ペースをとれるよう工夫している。

1
業務改善を進めるためのPDCAサイクル
（目標設定と振り返り）への職員の積極的
な参画

4

2
第三者による外部評価を活用した業務改
善の実施

4 未実施

3
職員の資質の向上を行うための研修機会
の確保

4
感染症流行からオンライン研修に少しず
つ慣れてきた。

感染対策としてオンライン研修が増えて
きており、できるだけ参加できるようにし
ている。

1

アセスメントを適切に行い、子どもと保護
者のニーズや課題を客観的に分析した上
での児童発達支援計画又は放課後等デ
イサービス計画の作成

4 11 1

2

児童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画における子どもの支援に必
要な項目の設定及び具体的な支援内容
の記載

4 10 2

3
子どもの状況に応じて、個別活動と集団
活動を適宜組み合わせた児童発達支援
又は放課後等デイサービス計画の作成

4

他事業との連携のもと、事業所間におい
て個別療育と集団療育を保護者が無理
なく利用できるように努め、計画を作成し
ている。
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児童発達支援に係る自己評価結果公表用

事業所職員及び保護者の方の御意見を踏まえ、自己評価の結果を公表します。
評価を踏まえて、事業所の運営における課題点及び改善すべき点を確認し、今後の運営に活かしていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（配布22回収12　回収率
50％）

事業所の現状評価 保護者の方の評価
評価を踏まえた

改善内容・改善目標
区分 チェック項目
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事業所の現状評価 保護者の方の評価
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4
児童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画に沿った適切な支援の実施

4 11 1

5 チーム全体での活動プログラムの立案 4

グループリーダーがプログラムを考え、全
体で相談、共有している。終了後は全体
で振り返りを行い、次回のプログラムや
配慮事項に取り入れている。相談し合う
機会は以前よりも増えた。

集団療育については、グループリーダー
が主なプログラムを考えるが、チームで
取り組めることを意識するための打ち合
わせと振り返りは行っている。

6
活動プログラムが固定化しないような工夫
の実施

4 11 1
「たのしい」事は前提にあり、個々に応じ
た具体的な支援方法を取り入れながら実
施できる事を目指している。

7
平日、休日、長期休暇に応じたきめ細や
かな支援

2 1 1
就学前児童については、保育所を利用の
為、平日のみの活動になる。

8
支援開始前における職員間でその日の支
援内容や役割分担についての確認の徹
底

4

集団療育では、打ち合わせは欠かさない
ようにしている。支援内容、役割分担、安
全性、などについて子どもと保護者の動
きを想定しながら、行うようにしている。ま
た、感染症の流行の際には、接触等の感
染対策についても意識するようにした。

9
支援終了後における職員間でその日行わ
れた支援の振り返りと気付いた点などの
情報の共有化

4
振り返りを行うようにしているが、伝え方
によって職員のモチベーションを下げてし
まう事もあったようで、気を付けたい。

振り返りも欠かさないようにしている。そ
れぞれのスタッフから意見を聞く事で、活
動内容や子どもを色々な角度から確認出
来る。
自分たちの質を上げる為にも必要である
が、チームで行っている事であることを心
がけたい。

10
日々の支援に関しての正確な記録の徹底
や、支援の検証・改善の継続実施

4
記録の方法（様式）や量、記録を取る時
間を工夫しできるだけ円滑な業務を目指
している。

保護者に確認していただいても支援の方
法が伝わりやすい記録を心がけたい。

11
定期的なモニタリングの実施及び児童発
達支援計画又は放課後等デイサービス計
画の見直し

4

1
子どもの状況に精通した最もふさわしい者
による障害児相談支援事業所のサービス
担当者会議への参画

4

必要とする会議は感染症の流行に関わら
ず実施、参加しており、市町を越えて利
用のある方は、オンラインによる会議も実
施していただくことができた。

2

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障害のある子ども等を支援している場合）
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育
等の関係機関と連携した支援の実施

3

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障害のある子ども等を支援している場合）
子どもの主治医や協力医療機関等と連絡
体制の整備

4

児童発達支援事業所及び放課後等デイ
サービス事業所からの円滑な移行支援の
ため、保育所や認定こども園、幼稚園、小
学校、特別支援学校（小学部）等との間で
の支援内容等の十分な情報共有

1 3

自事業所での研修会等に参加していただ
いたり、互いに保育所見学、保育所より
事業所見学を行っている。必要に応じて
支援会議を実施している。
状況に合わせて、ＷEB会議などを取り入
れながら、継続して連携をとれるようにし
たい。

必要に応じて情報共有が行われてはいる
が、リレーファイルの活用がもう少し促進
されると良い。そのためには、こちらから
の働きかけも必要。

5
他の障害福祉サービス事業所等への円
滑な移行支援のため、それまでの支援内
容等についての十分な情報提供

2 2

町内の事業所間で（放デイ、相談）では、
定期的に連絡会を実施している。
保護者の許可の下、記録や計画を提示
する。

互いの状況を知ったうえで、利用者がより
効果的に療育を利用できるにしていきた
い。

6
児童発達支援センターや発達障害者支援
センター等の専門機関と連携や、専門機
関での研修の受講の促進

2 2
療育等支援事業を利用している。
他事業所での研修に参加している。。

つながりのある専門機関とは、研修の依
頼や相談などを継続し、緊急の際にもア
ドバイスいただけるような関係性を持って
いたい。

7

児童発達支援の場合の保育所や認定こ
ども園、幼稚園等との交流や、放課後等
デイサービスの場合の放課後児童クラブ
や児童館との交流など、障がいのない子
どもと活動する機会の提供

1 2 1 7 1 4

多くの利用児は保育所を利用されている
ため、事業所内での交流の機会はない。
保護者の回答にも反映しているのではな
いか。

8
事業所の行事への地域住民の招待など
地域に開かれた事業の運営

2 2

コロナ感染症により、ボランティア等連携
がとりにくい。
コロナ感染を避けるため、慎重にならざる
を得なかった。が、今後も考えていかなけ
ればならない。

感染症の影響により、交流できる機会は
ない。
保育所は子育て支援センターとして機能
しているため、今後連携が取れると良い
と思う.

1
支援の内容、利用者負担等についての丁
寧な説明

3 1 11 1
保護者の中には、分からないという回答
があるため、今後気を付けていきたい。

2
児童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画を示しながらの支援内容の
丁寧な説明

3 1 11 1

計画の説明に対して、保護者からどちら
でもないという回答があるため、丁寧な説
明であると感じられるよう、十分な説明を
行っていきたい。

3
保護者の対応力の向上を図る観点から、
保護者に対するペアレント･トレーニング等
の支援の実施

3 1

他事業所との協力により、ペアレントト
レーニングの手法を活用したプログラム
により実施している。これを活かし、集団
療育の際、月1回ほっとたいむ（保護者間
の交流）を実施。しかし、じっくりと話せる
ことが少なかった。ほっとたいむだけで
は、難しい。

9 1 2

集団療育後の”ほっとたいむ”（保護者間
交流）について保護者からも「おなじ保護
者の立場だから言えることもある」という
意見があり、期待して参加される方が多
い。継続したい。保護者の回答からする
と、ペアレントトレーニングについての理
解が得られていないと考えられ、こちらの
説明不足であるため、今後しっかりと伝え
ていきたい。
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4
子どもの発達の状況や課題について、日
頃から保護者との共通理解の徹底

1 2 1

月に1回の集団療育後の保護者間での
話し合いの時間（ほっとたいむ）を活用し
たり、療育後に保護者に声を掛けたり、モ
ニタリングの際に、共通理解に向けて努
めているが、まだまだ不足している。
また、伝えたい事をうまく伝えられないこ
とも多くあった。

9 3

親子での通所であり、一緒に活動に参加
していただけるため、場面によっては支
援方法を直接伝えたり、一緒にやってみ
る事もできる。小さなことでも、短い時間
で伝え、子どものできたことや、保護者の
良かった姿などを伝える事で、共通理解
につながる。不足している所はあると思
われるが、記録も活用合いながら、しっか
りと伝えることを継続したい。

5
保護者からの子育ての悩み等に対する相
談への適切な対応と必要な助言の実施

2 1
スタッフ間でも話し合い、相談に応じては
いるが、不足している。

9 3

場面を区切って、話しをすることができる
事を保護者に周知し、いつでも気軽に相
談できるようにしていく。
”ほっとたいむ”の継続もし保護者同士で
相談できる場も大切にしたい。

6
父母の会の活動の支援や、保護者会の
開催による保護者同士の連携支援

4
保護者の活動は講演会等を含み年間実
施されている。,

7 1 4
コロナの影響があるので、仕方ないで
す。

保護者会については、周知はしているも
のの、活動のある時に参加ができないこ
とがあるため、保護者会活動として目に
見えず、分かりづらい事が、保護者の回
答の結果になっているのでは。周知の方
法や説明を行っていきたい。

7
子どもや保護者からの苦情に対する対応
体制整備や、子どもや保護者に周知及び
苦情があった場合の迅速かつ適切な対応

3 1
契約時に保護者には説明。
法人内で定期的に委員会の実施。

8 4
保護者の回答からすると、説明不足であ
ると思われるため、ケースにより再度周
知しておく。

8
障がいのある子どもや保護者との意思の
疎通や情報伝達のための配慮

3 1 12
意識はしている事ではあるが、不足して
いる事もあり、情報伝達が正確にできて
いない時もある。

9
定期的な会報等の発行、活動概要や行事
予定、連絡体制等の情報についての子ど
もや保護者への発信

2 1 1

ホームページの掲載。
マチコミの活用。
年1回文集の制作。
事務所内に行事予定の掲示や活動の写
真を閲覧できるファイルを用意している。
もしくは口頭で伝える事もある。

8 4

文集の内容に事業所内の説明の記事を
のせたことで、保護者より知らなかったこ
とが分かったという声もあった。
自分たちにできる発信の仕方を工夫して
いきたい。

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応 4 11 1

1
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、
感染症対応マニュアルの策定と、職員や
保護者への周知徹底

3 1 6 1 5

マニュアルとしてはあるものの、いざとい
う時に対応できるかやや不安がある。コ
ロナ感染症については、随時情報が変化
していくため、その都度対応も変わって
いった。、保護者への周知も徹底の機会
も作っていきたい。

2
非常災害の発生に備えた、定期的に避
難、救出その他必要な訓練の実施

3 1

保育所に合わせての実施をしている事も
あり、毎回全ての人を対象には実施でき
ないこともある為、日程を調整して実施
し、保護者にも周知の機会にしていきた
い。

6 6

マニュアルとしてはあるものの、いざとい
う時に対応できるかやや不安がある。コ
ロナ感染症については、随時情報が変化
していくため、その都度対応も変わって
いった。、保護者への周知も徹底の機会
も作っていきたい。

3
虐待を防止するための職員研修機会の確
保等の適切な対応

4

外部研修ができない時には、内部で研修
の機会を持つようにしている。
虐待防止につながる特性理解の研修や、
職員の倫理研修等は取り組んでいる。

4

やむを得ず身体拘束を行う場合における
組織的な決定と、子どもや保護者に事前
に十分に説明・了解を得た上での児童発
達支援計画又は放課後等デイサービス計
画への記載

3 1
身体拘束について職員間で、改めて検討
する機会を持ち、理解をしたうえで進めて
いきたい。

5
食物アレルギーのある子どもに対する医
師の指示書に基づく適切な対応

2 2

食事をとる場面はほとんどないが、子ども
のアレルギーについては確認しておきた
い。
（フェイスシート等により知る程度）

直接的に食事の場面はないが、体調の
変化が見られる場面はあるため、把握し
ておく必要はある。聞き取りをしっかりと
するようにする。

6
ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内
での共有の徹底

4

環境の設定や職員の配置などについて
改善点を確認し、同じ失敗のないように
心がけている。虐待防止にもつながる場
面の検証にもなるため、職員間で意識統
一を図りたい。
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